
「被害者等の申出による意見の聴取の対象者の拡大」についての参照条文

○少年法

（被害者等の申出による意見の聴取）

第９条の２ 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第３条第１項第１

号又は第２号に掲げる少年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被害者

が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹から、被害に関

、 、する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは 自らこれを聴取し

。 、 、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする ただし 事件の性質

調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限

りでない。

○刑事訴訟法

第２９０条の２ 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被

害者等（被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場

合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ ）若しく。

は当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出がある

ときは 被告人又は弁護人の意見を聴き 相当と認めるときは 被害者特定事項 氏、 、 、 （

名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同

じ ）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。。

一～三 （略）

②～④ （略）

第２９２条の２ 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関す

る心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日におい

て、その意見を陳述させるものとする。

②～⑨ （略）


